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高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
、
老
人
医
療
費
を
中
心
に
国
民
医
療
費
が
増
大
し
、
医
療
保
険
財
政
は
厳
し
い
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。
将
来
に
お
い
て
も
、
安
定
運
営
が
行
え
る
制
度
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
平
成
20
年
4
月
に
、
75
才
以
上
の

人
ま
た
は
65
才
以
上
で
一
定
の
障
害
が
あ
る
人
を
対
象
と
し
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
費
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

■後期高齢者医療制度に関する
　お問い合わせは、国民健康保険課

　☎973－3202へ。

 
 
 

 　
制
度
の
運
営

　
都
道
府
県
ご
と
に
全
市
区
町
村
で
組
織
す

る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
、

運
営
を
行
い
ま
す
。
保
険
料
率
や
葬
祭
費
な
ど

は
県
内
同
一
と
な
り
ま
す
。

◆
業
務
分
担

﹇
広
域
連
合
﹈

・
保
険
料
率
の
決
定（
一
人
あ
た
り
の
均
等
割
額
、

所
得
に
対
す
る
所
得
割
率
）や
、保
険
料
の
賦

課
・
医
療
に
掛
か
る
給
付
の
決
定

・
保
険
証
や
減
額
認
定
証
な
ど
の
交
付

﹇
市
﹈

・
保
険
料
の
徴
収

・
被
保
険
者
の
加
入
・
脱
退
の
受
付

・
広
域
連
合
へ
の
療
養
費
な
ど
の
支
給
申
請
や

各
種
届
出
の
受
付

　
資
　
格

県
内
に
住
む

・
75
才
以
上
の
人

・
65
才
以
上
の
寝
た
き
り
な
ど
一
定
の
障
害
が

あ
る
人（
広
域
連
合
の
認
定
が
必
要
）

　
こ
れ
に
該
当
す
る
人
は
、健
康
保
険
組
合
や

船
員
保
険
、共
済
組
合
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
人
も
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
な
お
、健
康

保
険
な
ど
の
被
保
険
者
が
75
才
以
上
で
、そ
の

被
扶
養
者
が
75
才
未
満
の
場
合
、被
扶
養
者
は
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
現
在
、
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
以
上
の

障
害
の
あ
る
老
人
医
療
受
給
者
の
方
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入
は
自
動
的
に
行

わ
れ
ま
す
。
制
度
に
加
入
し
な
い
こ
と
を
選
ぶ

こ
と
も
で
き
ま
す
が
、そ
の
場
合
は
届
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

 
保
険
料
は
ど
う
な
る
の
？

　
保
険
料

◆
保
険
料
率（
平
成
20
年
・
21
年
度
）

均
等
割
額
　
4
8
，4
4
0
円（
年
額
）

所
得
割
率
　
8
．8
％

◆
賦
課
限
度
額

　
一
人
年
間
50
万
円

◆
算
定
方
法

　
均
等
割
額
4
8
，4
4
0
円
＋
基
礎
控
除
後

の
総
所
得
金
額
な
ど
×
所
得
割
率（
8
．8
％
）

誰
が
加
入
す
る
の
？

新
し
い
医
療
制
度

に
な
る
と
聞
い
た
け

ど
ど
う
な
る
の
？

老
人
医
療
制
度
か

ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
な
り
ま
す
。


